
※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域  

（争 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  
指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  
に規定する豪雪地帯   

④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  

に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  
る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   

1項に規定する過疎地域   

⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規  
定する離島  

6 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し   
ているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介   

助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。   

フ ィ及び口については、指定適所介護を行う時間帯に1日120分以  

6 イからこまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適   
合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入   

浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算す   

る。  

7 イからこまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適  

上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法  

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指  
合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単  
位（指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護  

圧師（以下この注において「理学療法士等」という。）を1名以  の単位をいう。）の利用者に対して、機能訓練を行っている場合  
上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護  には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位  
の単位（指定居宅サービス基準第93条第4項に規定する指定通所  数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算  
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を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定  介護の単位をいう。）の利用者に対して、機能訓練指導員、看護  
職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用  しない。  

者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的  イ牒 27単位  

口 個別機能訓練加算（Ⅱ）  42単位  に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1  

日につき27単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること  

① 指定通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練  
指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、  

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以下この  
号において「理学療法士等」という。）を1名以上配置してい  
ること。  

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他  
の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作  
成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。   

○ 個別機能訓練加算（Ⅱ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること  

① 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の  
職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているこ  
と。  

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の  
職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、  
当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。  

③ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支  

援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目  

を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が  

増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練  
が適切に提供されていること。  

8 イ及び口について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  
いるものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所にお  

いて、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第4  
12号）第2条に規定する初老期における認知症によって法第7条  

第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。）に対  
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して、指定通所介護を行った場合には、若年性認知症ケア加算と  

して、1日につき60単位を所定単位数に加算する。  

8 イカ、らこまでlこついて、瀞‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合   

しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所   

において、葦郷（平成10年政   
令第412号）第2条第6号lこ規定する初老期lこおける認知症Iこよっ   

て法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同   

じ。）に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利  
1日につき60単位を所定単位数に加算する。  用者受入加算として、   

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政   

令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知症によっ   

て法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同  じ。）ごとに個別の担当者を定めていること。  
9 イからこまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合し  9 イ及びロについては、次に掲げるいずれの基準にも適合してい  

ているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利  

用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養  
状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等  
の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資す  
ると認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」  

という。）を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期  
間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数  

るものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者  

又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態  
の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄  
養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると  
認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」とい  
う。）を行った場合は、栄養マネジメント加算として、3月以内  
の期間に限り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単  

に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利  

用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善  

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について  

は、引き続き算定することができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護   

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利   
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計   

画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  

位数に加算する。ただし、栄養改善サtビスの開始から3月ごと  

の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養  

改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につ  

いては、引き続き算定することができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護   

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利   
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計   

画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
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録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

10 イからこまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合し  

録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

10 イ及び口については、次に掲げるいずれの基準にも適合してい  

ているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下して  

いる利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の  
口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指  
導若しくは実施又は摂食・噴下機能に関する訓練の指導若しくは  
実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認  
められるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」と  

いう。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の  
期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位   

るものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している  

利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔  
機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若  
しくは実施又は摂食・噴下機能に関する訓練の指導若しくは実施  
であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら  

れるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」という。）  

を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限  
り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算   

数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ご   

との利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔   

機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者   
については、引き続き算定することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科  
衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  

共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている  
とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。   

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定適所介護  

事業所であること。  

11奉り用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対   
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、   

する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用   

者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上   

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者について   

は、引き続き算定することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科  

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  
共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  
歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている  

とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。   
二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  

に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護  

事業所であること。  

11利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対   
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは   
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、  
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通所介護責は、算定しない。  通所介護責は、算定しない。  

ヘ サービス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府  

県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定適所介護  
を行った場合及び別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも  
のとして都道府県知事lこ届け出た指定療養通所介護事業所が利用者  
に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に  

従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サー  
ビス提供体制強化加算（Ⅰ）を算定している場合においては、サー  

ビス提供体制強化加算（Ⅱ）㈱  
川凋  

・こ 

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉  
士の占める割合が100分の40以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該指定通所介護事業所の指定適所介護を利用者に直接提供  

する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が  
100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① 当該指定療養適所介護事業所の指定療養通所介護を利用者に  
直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占め  
る割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

7 通所リハビリテーション責  7 通所リハビリテーション費  

イ瀾ション費   

（1）所要時間1時間以上2時間未満の場合  

ト）要介護1  

（コ 要介護2  

270単位  

300単位   
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亡）瀞 330単位  

㈲㈲ 360単位  

（卦 要介護5  390単位   

所要時間3時間以上4時間未満の場合  
（1）経過的要介護  338単位  

迎 所要時間3時間以上4時間未満の場合  

土1要介護1   

旦 要介護2   

旦 要介護3   

旦 要介護4   

旦 要介護5  

匙 所要時間4時間以上6時間未満の場合  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

、
－
：
、
∴
 
■
‥
・
r
．
1
 
 

386単位  

463単位  

540単位  

617単位  

694単位   

447単位   

386単位  

463単位  

540単位  

617単位  

694単位  

旦 所要時間4時間以上6時間未満の場合  

（1）経過的要介護  

赴 要介護1  

1姐 要介護2   

辿 要介護3  
1軋 要介護4   

腹 要介護5  
n 所要時間6時間以上8時間未満の場合  

（1）経過的要介護  

515単位  

625単位  

735単位  

845単位  

955単位   

591単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4   

■
 
二
 
〓
－
■
メ
 
 

515単位  

625単位  

735単位  
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1．129単位  

1．281単位  

（四）㈲   （五）㈲  
（3）所要時間4時間以上6時間未満の場合   
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（4）所要時間6時間以上8時間未満の場合   

二 （二）㈲   （三）㈲   （四）㈲  伍）㈲  
ハ 大規模型通所り′ヽどリテーション責（Ⅱ）  

（1）所要時間1時間以上2時間未満の場合   

了 要介監〕   

主 （三）㈲   （四）㈲  伍）㈲  
（2）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
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二j介護1 
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亡）要介護3  
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こ）要介護2  805単位  

且 要介護3  914単位  

㈲要介護4  1，099単位  

㈲㈲ 1，247単位  注1 脚として  
都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所（指  
定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定適所リハビリテ  

ーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定通所リハビ   

リテーション（指定居宅サービス基準第110条に規定する指定適所   

リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行った場合に、利用  

者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、適所リ  

ハビリテーション計画（指定居宅サービス基準第115条第1項に規  
定する適所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）に位置  

付けられた内容の指定適所リハビリテーションを行うのに要する  

標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者  

の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員  
若しくは介護職員（以下この号において「理学療法士等」という。）  

注1 指定適所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス基準第1   

11条第1項に規定する指定適所リハビリテーション事業所をいう。  
以下同じ。）において、指定通所リハビリテーション（指定居宅  

サービス基準第110条に規定する指定適所リハビリテーションをい  

う。以下同じ。）を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応  
じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画（指  
定居宅サービス基準第115条第1項に規定する適所リハビリテーシ  

ョン計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた内容の指定通所   

リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所  

定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、  
作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数が別  

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。  

の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に  

厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

※ 厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。  

イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定適所リ   
ハビリテーションの施設基準   

（1）前年度の1月当たりの平均利用延人員数（当該指定適所リハ  
ビリテーション事業所に係る指定適所リハビリテーション事業  

者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せ  
て受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定  
介護予防適所リハビリテーション事業所における前年度の1月  
当たりの平均利用延人員数を含む。以下同じ。）が750人以内  
の指定適所リハビリテーション事業所であること。  

こ2：指定居宅サービス基準第112条に定める設備の基準に適合し  

ていること。  

口 大規模型通所リハビリテーション責（Ⅰ）を算定すべき指定適   
所リハビリテーションの施設基準   

（1）イ：1）に該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平  
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均利用延人員数が900人以内の指定通所リハビリテーション事  

業所であること。  

（2）イ（2）に該当するものであること。  

ハ 大規模型適所リハビリテーション費（Ⅱ）を算定すべき指定通   

所リハビリテーションの施設基準  

（1）イ（1）及びロ（1）に該当しない事業所であること。  

（2）イ（2）に該当するものであること。  

2 イ（1）、口（1）及びハ（1）については、当該指定通所リハビリテー   

ション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施し   

た場合に限り所定単位数を算定する。  

3 イ（り、ロ（1）及びハ（1）について、医師又は理学療法士が個別リ  

ハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、当該個別り／、ど  

リテーションの実施後に当該療法に係る報告を受ける場合であっ  
て、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリテーションを行  

う場合は、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおり。  

定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復   
師又はあん摩マッサージ指圧師  

4 イ（1）、ロ（1）及びハ（1）について、指定居宅サービス基準第111  

条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士、作  

業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所について   
は、1日につき30単位を所定単位数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所   
要時間2時間以上3時間未満の指定適所リハビリテーションを行   
う場合は、イ（2）、ロ（2）又はハ（2）の所定単位数の100分の70に相  

当する単位数を算定する。  

旦 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8   
時間未満の指定適所リハビリテーションを行った場合又は所要時   
間6時間以上8時間未満の指定適所リハビリテーションを行った  
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後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定   
適所リハビリテーションの所要時間と当該指定適所リハビリテー   

ションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時   
間（以下この注において「算定対象時間」という。）が8時間以   

上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は5   
0単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に   

加算する。  

7 指定適所リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚  

後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定  
適所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテー  

ションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時  
間（以下この注において「算定対象時間」という。）が8時間以  

上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は5  
0単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に  
加算する。  

生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の  
事業の実施地域（指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する  
通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定通所リハビリテ  

－ションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相  
当する単位数を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める地域の内容は以下のとおり。   

○ 次のいずれかに該当する地域   

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定により  

指定された離島振興対策実施地域   

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条  
に規定する奄美群島   

③ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項  

に規定する豪雪地帯  ④ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等  
に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺  
地   

⑤ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定により  
指定された振興山村   

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第2条  
第1項に規定する小笠原諸島   

⑦ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第1条に規定する半島地域   
⑧ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の  

促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定す  

る特定農山村地域   

⑨ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第   

1項に規定する過疎地域  
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⑩ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第3号に規   
定する離島  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である   

場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業   

療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能   
力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直し   
を行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に   

加算する。  

週 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーシ   
ョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし   

て、1月につき230単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  

師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指  
定適所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状  

態を定期的に記録していること。   

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  
的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

二 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介  

護支援事業者を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅  
サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点  

から、日常生活上の留意点、介護のエ夫等の情報を伝達してい  

ること。  

止 利用者に対して、集中的に指定適所リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   

算する。ただし、この場合において、注3を算定している場合及   
室リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、   

算定しない。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である   

場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業   
療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能   

力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の作成及び見直し   
を行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に   

加算する。  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定適所リハビリテーシ   
ョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし   

て、1日につき20単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指  
定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状  

態を定期的に記録していること。   

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  
的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

二 指定適所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介  

護支援事業者を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅  
サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点  

から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達してい  

ること。  

旦 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   
算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジ   

メント加算を算定していない場合は、算定しない。  
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を所定単位数に加算する。  

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定適所リハビリテーション事業所において、  

若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行っ  

た場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60  

単位を所定単位数に加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

坦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、   

個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、利用者   
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ   

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   

栄養マネジメント加算として、3月以内の期間に限り1月に2回   

を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、  

廷 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、   

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者   
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ   

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   

栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度と   

して1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改  
栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価  

の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行  

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する  
ことができる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、   

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ   
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・噴下機能及び   
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記   
録していること。  

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と＿  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハ   
ビリテーション事業所であること。  

善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、  
低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが  

必要と認められる利用者については、引き続き算定することがで  
きる。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、   

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ   
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・l燕下機能及び   
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ   
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記   
録していること。  

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハ   
ビリテーション事業所であること。  
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担 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし   
て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・   

瞭下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心   
身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注   
において「［コ腔機能向上サービスj という。）を行った場合は、   

口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限   
度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口  

u 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし   
て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・   

噴下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心   
身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注   
において「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、   

口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限   
度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、ロ   

腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評  

価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続  

き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定  
することができる。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  

ること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示．を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  
を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。  

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリ  
テーション事業所であること。   

り 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、適所リ  
ハビリテtション貴は、算定しない。  

ニ ケビス提供体制強化加算  
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府  

腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評   

価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続   

き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定   
することができる。   

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  

ること。   

口 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。   

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  
を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。   

二 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定適所リハビリ  
テーション事業所であること。  

廷 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、適所リ   
ハビリテーション責は、算定しない。  
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県知事に届け出た指定適所リハビリテーション事業所が、利用者に  
対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲  

げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。た  
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、  

次に掲げるその他の加算は算定しない。  （1）凋 12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数の  
うち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該指定通所リハビリテーション事業所の指定通所リハビリ  

テーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年  
数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

8 短期入所生活介護費（1日につき）   

イ 短期入所生活介護費   

（1）単独型短期入所生活介護責  

（t）単独型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 要介護1  

8 短期入所生活介護責（1日につき）   

イ 短期入所生活介護責   

（1）単独型短期入所生活介護責  

（－）単独型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  478単位  

655単位  b 要介護1  641単位  

b 要介護2  726単位  c 要介護2  712単位  

c 要介護3  796単位  d 要介護3  782単位  

d 要介護4  867単位  e 要介護4  853単位  

e 要介護5  937単位  f 要介護5  923単位  

に）単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）  a㈲   
b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4  

（コ 単独型短期入所生活介護費（Ⅱ）   

a 経過的要介護  522単位  

737単位  

∽8単位  

釘8単位  

949単位   

b 要介護1  723単位  

c 要介護2  794単位  

d 要介護3  864単位  

e 要介護4  935単位  
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e 要介護5  f 要介護5  1，005単位  

（2）併設型短期入所生活介護責  

（－：併設型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  

（2：併設型短期入所生活介護費  

（－）併設型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 経過的要介護  450単位  

621単位  b 要介護1  607単位  

b 要介護2  692単位  c 要介護2  678単位  

c 要介護3  762単位  d 要介護3  748単位  

d 要介護4  833単位  e 要介護4  819単位  

e 要介護5  903単位  f 要介護5  889単位  

に：併設型短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  703単位  

（コ 併設型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  500単位  

b 要介護1  689単位  

b 要介護2  774単位  c 要介護2  760単位  

c 要介護3  844単位  d 要介護3  830単位  

d 要介護4  915単位  e 要介護4  901単位  

e 要介護5  985単位  f 要介護5  971単位  

ロ ユニット型短期入所生活介護責  
（1）単独型ユニット型短期入所生活介護費   

（－）単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 要介護1  

ロ ユニット型短期入所生活介護責  
（1）単独型ユニット型短期入所生活介護費   

（－）単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）  

a 経過的要介護  557単位  

755単位  b 要介護1  741単位  

b 要介護2  826単位  c 要介護2  812単位  

c 要介護3  896単位  d 要介護3  882単位  

d 要介護4  967単位  e 要介護4  953単位  

e 要介護5  1，027単位  f 要介護5  1，013単位  

こ）単独型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  755単位  

（コ 単独型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  557単位  

b 要介護1  741単位  

b 要介護2  826単位  c 要介護2  812単位  

c 要介護3  896単位  d 要介護3  882単位  

d 要介護4  967単位  e 要介護4  953単位  

e 要介護5  1．027単位  f 要介護5  1，013単位  

（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

（－）併設型ユニット型短期入所生活介護責（Ⅰ）   

（2）併設型ユニット型短期入所生活介護費  

（－）併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  526単位  
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